
 

令和８年度愛媛県介護テクノロジー定着支援事業 実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、「令和８年度（令和７年度からの繰越分）介護テクノロジー導

入・協働化 ・経営改善等支援事業の実施について（令和８年４月７日老発0407第３

号厚生労働省老健局長通知）」の別紙１「令和８年度（令和７年度からの繰越分）

介護テクノロジー定着支援事業実施要綱」に基づき、愛媛県（以下「県」という。）

が行う介護テクノロジー定着支援事業（以下「支援事業」という。）の実施に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（支援事業の目的） 

第２条 今後、介護サービスの需要が更に高まる一方、生産年齢人口が急速に減少し

ていくことが見込まれる中で、介護人材の確保は喫緊の課題である。また、「省力化

投資促進プラン」（令和７年６月13日厚生労働省策定）において、2040年に▲20％以

上の業務効率化を図る必要があるとされており、計画的かつ継続的に職場環境改

善・生産性向上のための介護テクノロジー等の導入を図っていく必要がある。特に、

業務時間削減効果が確認されている見守り機器・介護ソフト・インカムについて、

小規模事業者も含めより広く事業者へ普及させるため集中的に支援する。 

（支援事業） 

第３条 県は、令和８年度愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要綱

（以下「交付要綱」という。）に定めるところにより、予算の範囲内で、愛媛県介護

テクノロジー定着支援事業費補助金を交付するものとする。 

２ 補助対象事業（交付要綱第３条に規定する事業をいう。以下同じ。）は、原則、令

和９年１月３１日までに完了するものとする。 

３ 補助対象経費の支出については、原則、交付要綱第９条第１項の事業実績報告書

の提出前に完了しなければならない。 

４ 交付要綱第９条第１項の事業実績報告書の提出期日は、原則、補助対象事業の完

了２週間後又は、令和９年２月５日のいずれか早い方とする。 

（補助対象事業に関する留意事項） 

第４条 補助事業者（交付要綱第７条に定める補助事業者とする。）は、補助対象事業

の実施にあたり次の点に留意すること。 

（1）販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にある機器等が補助対象と

なる。開発に要する経費は補助対象とはならない。 

（2）介護テクノロジーの導入に伴う１回当たりの限度台数については、県が必要と

認める台数とする。 

（3）補助金の交付決定日前に購入した機器については補助対象外とする。ただし、

予約・取置きについてはこの限りではない。 

（4）介護ソフトについては、介護事業所等の業務を支援するソフトウェアであって、

記録業務、情報共有業務（事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画

やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。）、請求業務を一気通貫

で行うことが可能となっているものであること（転記等の業務が発生しないも



 
 

のであること）とする。なお、既に導入している介護ソフト等と組み合わせて

一気通貫が実現できていれば補助対象となる。また、「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、システム更新の際の移行を迅速

に行えるように、介護記録等のデータについては、CSVファイル、JSONファイル

等、変換が容易なデータ形式で出力・入力できる機能を備えていることが望ま

しい。 

（5）居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、居宅サービス事業所又は介護予防

サービス事業所が介護ソフトを導入する場合については、（4）に加えて下記を

要件とする。 

公益社団法人国民健康保険中央会が実施するベンダー試験結果及び厚生労働

省が情報提供する「介護ソフト機能調査」の結果において、①「ケアプランデ

ータ連携標準仕様」に準じた CSV ファイルの出力・取込機能を有しているこ

と、②公益社団法人国民健康保険中央会が運営する「ケアプランデータ連携シ

ステム」の活用促進のためのサポート体制が整っていることが確認できるもの

であること。 

（6）施設サービス事業所、地域密着型サービスにおける地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護事業所が介護ソフトを導入する場合については、（4）に加え

て下記を要件とする。なお、施設サービスとは介護福祉施設サービス、介護保

健施設サービス及び介護医療院サービスをいう。 

厚生労働省が情報提供する「介護ソフトの機能調査結果」において、科学的介

護 情 報 シ ス テ ム （ LIFE ） に つ い て

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html）に掲載され

ている「CSV連携仕様書（LIFE）」に準じたCSVファイルの出力機能を有してい

ることが確認できるものであること。 

（7）地域医療介護総合確保基金で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」や経

済産業省が実施しているデジタル化・AI導入補助金等、他の補助金等により助

成（予定を含む。）されているもの及び過年度に導入した機器・介護ソフト等

のランニングコストは補助対象外とする。 

（8）支援事業の実施にあたっては、複数の者から見積を徴する等、適正な価格によ

り実施すること。 

（9）補助を受ける介護事業所等は、厚生労働省が別途定める業務改善計画を作成す

るものとし、県に提出する。なお、当該計画の作成や取組の実施にあたって、

愛媛県介護生産性向上総合相談センターに相談するものとする。 

（10）補助を受けた介護事業所等は、補助を受けた翌年度から３年間、当該事業所

等において定めた業務改善計画に対する効果を県に対し報告することとする。

なお、具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、別途通知

する。 

（11）県に提出した業務改善計画及び業務改善効果等の報告については、他の介護

サービス事業所等の参考として県のホームページ等により公表するものとす

る。 



 
 

 （情報収集等への協力について） 

第５条 本事業により介護テクノロジーを導入した介護事業所等は、LIFE による情

報収集への協力のほか、国又は県が得られた効果等について調査を行う場合は協力

しなければならない。 

 （その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は別に定

める。 

附 則 

この要領は令和８年６月 12 日から施行する。 


